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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第41期

第１四半期累計期間
第42期

第１四半期累計期間
第41期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 632,419 670,398 2,690,403

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△40,226 53,680 206,733

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
△31,488 31,888 80,232

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 477,300 477,300 477,300

発行済株式総数（株） 2,560,000 2,560,000 2,560,000

純資産額（千円） 3,405,485 3,439,014 3,510,332

総資産額（千円） 3,939,814 3,986,841 3,971,567

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

△12.30 12.46 31.34

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 40.00

自己資本比率（％） 86.4 86.3 88.4

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。第41期第１四半期累計期間については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

４．平成23年３月期の１株当たり配当額40円には、創立40周年記念に伴う記念配当10円が含まれております。

　

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

　

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期累計期間における我が国情報サービス業の業況は、経済産業省「特定サービス産業動態統計」によ

ると、平成23年４月と５月の月別売上高は前年同月比で減少となっており、ＩＴ需要は全体的には低迷していると

推察されます。加えて当社の事業分野の第１四半期会計期間は、期初ということで商談の確定が延びる傾向があり、

業績見込みの変動が大きくなりがちで、４つの四半期の中では業績が一番振るわないことが多くなっております。

こうした傾向の中、当社は、重点テーマであります「他社差別化が期待できる技術提案力を強化して潤沢な商談

量を確保する」を実践し、受注高は前年同期を上回り、売上高は増収となり利益面は黒字となりました。

ビジネスフィールド（以下、ビジネスフィールドをＢＦと省略）別には、モバイルネットワークＢＦは、移動体通

信事業者向けのオープンプラットフォームに関連する技術アプリケーションが堅調で、売上高は105百万円（前年

同期比28.1％増）となりました。ワイヤレスＢＦは、Androidを搭載したスマートフォンのエンベデッドソフトウェ

アが増加し、売上高は324百万円（前年同期比16.8％増）となりました。インターネットＢＦは、不況の影響による

開発計画の縮小や延期などが継続し、売上高は95百万円（前年同期比8.3％減）となりました。社会基盤システムＢ

Ｆは、位置情報サービス技術を使用した技術アプリケーションが増加し、売上高は47百万円（前年同期比8.6％増）

となりました。宇宙先端システムＢＦは、宇宙関連の開発計画の縮小や延期などにより、売上高は58百万円（前年同

期比27.0％減）となりました。また、ソリューションビジネスは、「地上デジタル放送用組込みソフトウェア――

airCube」の携帯電話向けが減少し、売上高は39百万円と前年同期を下回りました。

この結果、全社売上高に占める割合では、モバイルネットワークＢＦ、ワイヤレスＢＦ及び社会基盤システムＢＦ

が増加し、その他のＢＦが低下しております。

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高670百万円（前年同期比6.0％増）、営業利益33百万円（前年

同期は営業損失57百万円）、経常利益53百万円（前年同期は経常損失40百万円）、四半期純利益31百万円（前年同

期は四半期純損失31百万円）となりました。

　 　

ビジネスフィールド（ＢＦ）別売上高

　
　

 ビジネスフィールド

前第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日)

  金額（千円） 構成比（％）  金額（千円） 構成比（％）

モバイルネットワーク 82,069 13.0 105,095 15.7

ワイヤレス 277,652 43.9 324,257 48.4

インターネット 103,771 16.4 95,133 14.2

社会基盤システム 43,953 6.9 47,716 7.1

宇宙先端システム 80,320 12.7 58,597 8.7

ソリューション 44,651 7.1 39,598 5.9

計 632,419 100.0 670,398 100.0

 　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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ビジネスフィールド（ＢＦ）別受注状況

ビジネスフィールド  受注高 （千円）  前年同期比（％）  受注残高 （千円）  前年同期比 （％）

 モバイルネットワーク 61,850 95.2 100,728 144.1

 ワイヤレス 432,427 147.0 250,185 206.3

 インターネット 106,734 101.5 131,662 173.7

 社会基盤システム 26,663 22.4 48,286 45.7

 宇宙先端システム 47,005 57.6 67,293 76.1

 ソリューション 154,714 208.9 203,170 317.0

 計 829,394 112.2 801,327 152.6

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　 　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3) 研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、21,654千円であります。

なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成23年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 2,560,000 2,560,000

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 2,560,000 2,560,000 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年４月１日～

平成23年６月30日
－ 2,560,000 － 477,300 － 587,341

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成23年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式         200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   2,559,400 25,594 －

単元未満株式 普通株式         400 － －

発行済株式総数 2,560,000 － －

総株主の議決権 － 25,594 －

　 

②【自己株式等】

 平成23年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社セック 東京都世田谷区用賀4丁目10番1号 200 － 200 0.00

計 － 200 － 200 0.00

　 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23

年６月30日まで）及び当第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、

四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　　　   　　0.5％

売上高基準　　　　　   　　0.0％

利益基準　　　　　　   　　0.8％

利益剰余金基準　　　   　　0.1％

EDINET提出書類

株式会社セック(E05400)

四半期報告書

 7/13



１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,653,262 1,982,182

受取手形及び売掛金 1,046,907 668,294

その他 123,259 161,873

流動資産合計 2,823,429 2,812,350

固定資産

有形固定資産 70,693 67,036

無形固定資産 103,687 135,724

投資その他の資産

長期預金 500,000 500,000

前払年金費用 1,597 1,472

その他 472,159 470,257

投資その他の資産合計 973,757 971,729

固定資産合計 1,148,138 1,174,490

資産合計 3,971,567 3,986,841

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 40,294 27,518

短期借入金 36,000 124,000

未払法人税等 24,631 22,888

賞与引当金 170,000 100,000

その他 146,101 227,297

流動負債合計 417,026 501,704

固定負債

役員退職慰労引当金 34,209 36,084

資産除去債務 9,999 10,037

固定負債合計 44,208 46,121

負債合計 461,235 547,826

純資産の部

株主資本

資本金 477,300 477,300

資本剰余金 587,341 587,341

利益剰余金 2,455,608 2,385,106

自己株式 △293 △293

株主資本合計 3,519,956 3,449,454

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9,623 △10,440

評価・換算差額等合計 △9,623 △10,440

純資産合計 3,510,332 3,439,014

負債純資産合計 3,971,567 3,986,841
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 632,419 670,398

売上原価 518,292 495,078

売上総利益 114,126 175,319

販売費及び一般管理費 171,881 141,696

営業利益又は営業損失（△） △57,755 33,623

営業外収益

受取利息 2,777 2,334

受取配当金 320 375

補助金収入 11,969 15,874

その他 4,348 2,569

営業外収益合計 19,416 21,153

営業外費用

支払利息 166 160

不動産賃貸費用 269 256

為替差損 1,451 679

営業外費用合計 1,887 1,096

経常利益又は経常損失（△） △40,226 53,680

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,171 －

特別損失合計 11,171 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △51,397 53,680

法人税、住民税及び事業税 945 20,303

法人税等調整額 △20,854 1,488

法人税等合計 △19,909 21,792

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,488 31,888
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【会計方針の変更等】

当第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期累計期間に係る四半期キャッ

シュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資

産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（千円）

減価償却費 34,577

（千円）

減価償却費 12,498

　　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日

定時株主総会
普通株式 76,794 30.00平成22年３月31日平成22年６月28日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日

定時株主総会
普通株式 102,389 40.00平成23年３月31日平成23年６月29日利益剰余金

（注) １株当たり配当額40円には、創立40周年記念に伴う記念配当10円が含まれております。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、情報サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
△12円30銭 12円46銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△31,488 31,888

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
△31,488 31,888

普通株式の期中平均株式数（株） 2,559,824 2,559,745

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。前第１

四半期累計期間については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年８月８日

株式会社セック

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 遠藤　康彦　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 早稲田　宏　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社セックの平

成23年４月１日から平成24年３月31日までの第42期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23年６月

30日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任　

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示

するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社セックの平成23年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第

１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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